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緊急事態宣言期間に伴う，８月・９月の学校行事等の見直しについて 

 

 

向秋の候，保護者の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は，本校

教育に何かとご理解・ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。 

さて，８月２０日（金）より，京都府に緊急事態宣言が発令されました。よって，新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止のため，以下の行事等の見直しをいたします。 

 

月 日 曜日 行事等 見直し方法 

８ 
２７ 金 ４年非行防止教室 ⇒延期 

３１ 火 つながりタイム（児童会） ⇒延期 

９ 

１ 水 
１年お話でてこい ⇒中止 

４年環境学習 ⇒延期 

３ 金 ６年修学旅行保護者説明会 ⇒延期 

８ 水 ２年お話でてこい ⇒中止 

１５ 水 授業参観・懇談会（１・２・３年） ⇒中止 

１７ 金 授業参観・懇談会（たけのこ・４・５・６年） ⇒中止 

２１ 火 ６年修学旅行 ⇒延期 

２２ 水 ６年修学旅行 ⇒延期 

２８ 火 つながりオリエンテーリング（児童会） ⇒延期 

 

＊緊急宣言期間中の給食後の歯磨き，毎週水曜日のフッ化物洗口は実施しません。 

＊クラブ活動や部活動など，学年をまたいだ活動については，当面中止・延期します。 

＊運動場での放課後遊びについても，当面中止します。 


